
・従来の厚層基材吹付用生育基盤材　エコサイクルソイル
・バーク堆肥　伐根堆肥
・ピートモス　建設副産物・地場産業よりの副産物

環境庁告示第46号：土壌の汚染に係る環境基準

農林水産省　特殊肥料（バーク堆肥）品質基準

国土交通省 各県土木事務所

販売地域 全国

エコサイクルソイル

取引数量 10t車（10袋以上） 荷姿

木質系チップ
廃アスファルト塊

エコサイクルソイル

原　料

原料名 含有比率（体積比） 含有比率（重量比）

貝殻

主な施工事例

500Lフレコン袋
又は40Lポリ袋

製品特長

販売条件（規格・公表価格）

環境基準

公的評価

荷渡条件 現場渡し 納期 3日

規格名（型番等） 寸法（L×W×T）、形状

エコサイクルソイルは建設副産物である伐根材などを粉砕・堆肥化して従来のり面緑化生育基盤材
の主原料としているバーク堆肥同等の品質を品質規格としている。材料構成は次のとおりである。

県毎に建設副産物・地場産業よりの副産物が異なるため、エコサイクルソイル（岩手県）などの表
記をして、各県毎に適切な配合を決定している。

500Lフレコン袋
又は40Lポリ袋

価格

17円/L


